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１ 平成 27 年度上半期の概要 

 

（１）経営環境 

東日本大震災から４年６ケ月が経過し、この間、当組合は早期の復旧・復

興を旗印に行政・系統等関係機関との連携を図りながら、「ふるさと気仙」の

復興対応にあたってまいりました。被災企業の事業再開や住宅着工件数の増

加、行政による土地区画整理事業・防災集団移転促進事業等の展開、がれき

処理の完了など、復旧・復興に向けた動きは本格化しつつあります。 

しかし、被災者の自立の前提となる住宅再建の歩みは遅く、災害公営住宅

の整備率は一割にも満たない状況にあります。防災集団移転促進事業でも用

地確保の問題や入札不調等により住宅建設時期に遅れが生じていることから、

管内では今も約 5,947 人（平成 27 年 8 月末）が仮設住宅での不自由な生活を

強いられており、住宅再建の加速化が震災復興の最大課題となっております。 

農地復旧については、被害面積 460ha のうち、平成 27 年 8 月末現在の復旧

面積は 299ha（65.0%）まで進展しております。また、陸前高田市下矢作地区、

広田地区においては、復旧農地再生支援事業に取り組んでおります。一方で、

農地復旧が進んでいない地区には、営農再開や今後の経営に危機感を募らせ

ている農業者も引き続き存在します。 

このような状況下、当組合は地域の復興に貢献し、地域経済を支える重責

を担っていることから、行政・系統等関係機関と連携し、被災した組合員・

利用者に対する金融機能の発揮や、農業者等への復興支援に今後も全力で取

り組んでいく方針としております。 

 

（２）主要勘定の状況（平成 27 年 8 月末時点） 

ａ 貸出金残高 

貸出金残高（末残）は、前期末比 20 百万円減少の 273 億 57 百万円とな

りました。 

農業関連貸出は、震災の復旧・復興にかかる資金需要や恒常的な運転資

金の利用もあり、前期末比 27 百万円増加の 3億 92 百万円となりました。 

その他事業関連貸出については、受取共済金などを原資とする繰上償還

等により、償還額が新規貸出額を上回ったことから、前期末比 5億 96 百万

円減少の 28 億 79 百万円となりました。 

住宅ローンは、ローンなんでも相談会の開催や組合員・利用者訪問の強

化によるニーズの掘り起こしに取り組んだものの、土地区画整備事業・防

災集団移転促進事業等の復旧・復興に向けた歩みは遅く、大船渡市および

陸前高田市からの補助金による繰上償還等もあり、前期末比 1億 86 百万円
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減少の 119 億 75 百万円となりました。 

その他生活関連貸出については、住宅関連資金（プロパー資金）やマイ

カーローン等生活必需品にかかる新規融資が順調に推移したことから、前

期末比 7億 69 百万円増加の 91 億 62 百万円となりました。 

地方公共団体貸出は、償還額が新規貸出額を上回ったことから、前期末

比 34 百万円減少の 29 億 49 百万円となりました。 

 

ｂ 貯金残高 

貯金残高（末残）は、前期に獲得した公金貯金の減少により、前期末比

37 億 43 百万円増加の 1,200 億 93 百万円となりました。 

貯金の大半を占める個人貯金は、復興応援定期や夏期特別推進運動によ

るニューマネーの獲得、流出防止に取り組んだものの、受取共済金などを

原資とする繰上償還等の影響から、前期末比 2 億 66 百万円減少の 970 億

81 百万円となりました。 

公金貯金は、大船渡市、陸前高田市を中心に復興関係の公金獲得があり、

前期末比 38 億 24 百万円増加の 124 億 57 百万円となりました。 

 

（主要勘定の推移）                          （単位：百万円） 

 平成 27 年 平成 27 年 

2 月末実績 

平成 26 年 

8 月末実績 8 月末実績 前年同月比 前期末比 

貯金 120,093 4,267 3,743 116,350 115,826 

貸出金 27,357 △12 △20 27,377 27,369 

 うち農業関連貸出 392 △2 27 365 394 

うちその他事業関連貸出 2,879 △521 △596 3,475 3,400 

うち住宅ローン 11,975 △432 △186 12,161 12,407 

うちその他生活関連貸出 9,162 1,108 769 8,393 8,054 

うち地方公共団体貸出 2,949 △164 △34 2,983 3,113 

預け金 108,293 9,632 9,385 98,908 98,661 

 

（３）自己資本比率の状況 

平成24年2月に震災特例支援による107億90百万円の資本注入(優先出資)

を受けて以降、利益と内部留保の着実な積み上げを行い、平成 27 年 8 月末時

点では 35.71％となりました。 
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（単体自己資本比率の推移） 

平成 27 年 8 月末 平成 27 年 2 月末 平成 26 年 8 月末 

        35.71％         36.44％         34.77％ 
 

単体自己資本比率は「農業協同組合等がその健全性を判断するための基準」（平成
25年金融庁・農林水産省告示第3号）に基づき算出しております。 

 

２ 農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行って

いる地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

 

（１）農業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 

ａ 農業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

震災以降、組合員・利用者が甚大な被害を受けている状況を踏まえ、特に

貸出取引先からの条件変更等にかかる相談対応等を強化するとともに、震災

の復興支援を万全の体制で進めるため、次のとおり体制を整備し取組みを行

っております。 

 

（ａ）震災窓口担当者の指定と出向く体制の構築 

事業資金から生活資金まで被災者からの幅広い相談内容を一元的に管理

し、被災者のニーズに対して適切なサポートを実施するため、全支店に配

置している融資担当者のうち 1 名を「震災相談窓口担当者」（総勢 15 名）

として指定しております。 

震災相談窓口担当者は、被災者からの返済猶予や条件変更等の借入れに

かかる各種相談のほかに、事業再開・住宅建設にかかる新規融資の申込み、

農業経営、相続手続、生活再建関連、資産運用等にかかる相談対応などを

行っており、各支店と本店信用共済部相談課等が連携しながら解決策を提

供しております。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの相談受付状況は 890 件（既往借入金の

繰上償還等を除く）で、全案件対応済みとなっております。 

私的整理ガイドラインについては、行政等による広報活動が行われるな

か、店舗でもチラシの備置きにより周知し、平成 27 年 3 月から 10 月末ま

での相談受付はなかったものの（震災以降の累計：32 件、5 億 3 百万円）、

本店信用共済部相談課、リスク管理室、岩手県信用農業協同組合連合会（以

下、「岩手県信連」という。）や弁護士等と連携しながら対応を行っており

ます。 

また、事業者に対しても同様に、岩手産業復興機構等による震災前債権
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の買取りにかかる相談等に適切に対応しております。岩手産業復興機構（岩

手県産業復興相談センター）については、平成 27 年 10 月末までに 4 件の

対象案件があり、23 百万円の債権買取を決定、東日本大震災事業者再生支

援機構については、平成 27 年 10 月末までに 4件の対象案件があり、39 百

万円の債権買取を実施しております。 

なお、各支店では融資担当者を中心に仮設住宅への訪問活動を継続し、

被災者の住宅再建ニーズ・再建にかかる進捗状況の把握に取組みました。 

震災にかかる各種相談（特に新規融資申込み）は、今後本格化する復旧・

復興段階においてますます増加することが想定されることから、引き続き

被災者からの要望にきめ細かく把握し、ニーズに即した対応を行えるよう、

相談機能の強化に努めてまいります。 

 

（相談内容一覧表）                        （単位：件） 

 

（ｂ）訪問活動の強化 

当組合においては、各支店に配置されている信用渉外担当者（26 名）が

中心となり、管内の組合員・利用者等に対して訪問活動を行っており、組

合員・利用者等のニーズの把握、相談対応、融資担当者等と連携した資金

対応などを行ってまいりました。 

訪問活動にあたっては、仮設住宅等に入居する被災者には高齢者が多く、

復旧・復興に向けた動きに合わせ、今後の生活設計等変化するニーズを適

相談内容 

受付件数 

震災以降 

～平成 27年 2月 

平成 27 年 3月

～8月 

平成 27 年 9月

～10 月 
累計 

うち 

対応済 

既往借入金の返済猶予 601 0 0 601 601 

既往借入金の条件変更 

（うち繰上償還等） 

1,956 

(1,801) 

224 

 (222) 

48 

(48) 

2,228 

(2,071) 

2,228 

 (2,071) 

新規融資の申込み 2,456 375 132 2,963 2,963 

相続手続、生活再建関連 3,320 274 105 3,699 3,699 

通帳・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ再発行 1,580 0 0 1,580 1,580 

私的整理ガイドライン 32 0 0 32 32 

岩手産業復興機構 4 0 0 4 4 

東日本大震災事業者再生

支援機構 
2 2 0 4 4 

計 9,951 875 285 11,111 11,111 
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時・適切に把握し対応していく必要があることから、各支店の信用渉外担

当者が、平成 27 年 3 月から 10 月末までの間、延べ 111,132 戸（対象とな

る組合員等世帯 17,126 戸）の訪問を行いました。 

また、地域の復興とニューマネーの獲得を目的に平成 27 年 6 月から 8

月にかけて「キャンペーン 2015」を展開し、金利上乗せ定期貯金（店頭金

利に 0.5％上乗せ）・成約記念品付定期積金を新たに発売したほか、被災者

等の生活再建および管内地域復興の一助と信頼関係強化に向けて「復興応

援定期貯金」（店頭金利に 0.2%上乗せ）の取扱いを継続するなど、被災者

ニーズに合わせた商品を投入し、渉外担当者が中心となり被災者・組合員

全戸訪問に併せて推進を行いました。 

金利上乗せ定期貯金の実績は 11 億 82 百万円、成約記念品付定期積金は

1 億 42 百万円、復興応援定期貯金は平成 27 年 8 月末時点で 105 億 8 百万

円の実績となっております。 

なお、復興応援定期貯金は引続き取扱いを継続し被災者等の生活再建の

一助となるよう推進してまいります。 

被災者に対する情報提供やニーズの把握は、今後本格化する復旧・復興

段階においてますます重要となることから、被災者とのフェースツーフェ

ースを基本とした更なる訪問活動の強化を図ってまいります。 

 

（ｃ）本店の体制・進捗管理 

二重債務をはじめとする震災に関連した各種の相談対応を強化するため、

本店信用共済部相談課（2 名）が震災相談窓口担当者のサポートを行うと

ともに、担当者が受け付けた相談内容をとりまとめ、進捗管理を行うこと

により、受け付けた相談の対応もれ等が発生しないよう取り組んでおりま

す。 

私的整理ガイドラインに関する対応については、リスク管理室を中心に

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会、岩手県信連、弁護

士等と連携し、債務整理を含めた支援を実施しております。また、岩手産

業復興機構や東日本大震災事業者再生支援機構に関する相談案件について

も、リスク管理室が震災相談窓口担当者をサポートし、利用者からの相談

に一元的に対応できるよう体制を整備しております。 

信用事業強化計画等の達成に向けては、理事会および支店長会議、月次

の実績検討会において、計画の実践事項の取組状況ならびに目標数値達成

度の確認と、計画達成に向けた被災者訪問、住宅再建ニーズの把握、ロー

ン・貯金推進等の具体的対策について店舗の実態に応じた指導・助言を行

っているほか、本支店一体となった取組みを行うため、店舗巡回等による
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連携強化を図っております。 

なお、地域基盤の変動（仮設住宅生活・支店管轄外への住居移動等）も

踏まえ、統括支店（15 店舗を 5つのエリアに区分し店舗間での顧客管理を

実施）エリア内で、仮設住宅の訪問（情報提供やニーズの把握）や、ロー

ン・貯金推進等にかかる支店間での協力体制の確保に取り組んでおります。 

 

（ｄ）営農相談体制の強化 

本店営農経済部及び高田営農センターに配置している営農担当者 9 名が

引き続き営農にかかる相談窓口となり、営農相談や営農指導を行うほか、

営農再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して支援金を交付する

被災農家経営再開支援事業や、農機・施設復旧のための各種補助金申請に

かかる相談対応など、農業再開に向けた支援を行っております。 

なお、被災農家経営再開支援事業については、陸前高田市復興組合が平

成 27 年度も認定を受け事業を行っており、当組合では引き続き事務手続き

に関する支援を行っております。 

 

ア 営農相談等の対応実績 

農機・施設復旧に向けた各種補助金活用（東日本大震災農業生産対策

交付金事業）にかかる相談案件については、平成 27 年 3 月から 10 月末

までに 3件（大船渡市 1件、陸前高田市 2件）を受付し、申請・認可さ

れております。 

 

イ 担い手金融リーダーの拡充と認定農業者等への訪問活動 

  農業メインバンクとしての機能の発揮と農業者への信用供与の円滑  

化に向けて、本店信用共済部融資課のほか、農業資金需要が多い 6 支店

に担い手金融リーダーを配置し、認定農業者を対象にリストアップした

120 先（個人 105 先、法人 15 先）に対し定期的(個人は年 2 回以上、法

人は年 3回以上)な訪問活動を行っております。 

担い手金融リーダーは農業者のもとへ出向き、農業者の置かれた状

況・ニーズの把握を行うとともに、相談機能を発揮し円滑な資金供給機

能を果たすことによって、地域農業の復興に向けた活動を実施しており

ます。被災農地の復旧や営農再開に向けた相談、農事組合法人の設立に

伴う運転資金等の相談等、様々な相談を受ける場面があり、岩手県信連

の農業金融センターとの同行訪問や営農経済部署との連携・情報共有に

より、農業資金ニーズに的確に対応できる機能を整備し、引続き支援体

制の充実を図っております。 
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ウ 営農・信用部署連携での対応実績 

平成 27 年 3 月から 10 月末までに営農経済部署と信用共済部署が連携

し、9 件の資金対応を行っております。これらの案件につきましては、

補助金活用や制度資金活用に伴って詳細な農業経営改善計画書の策定が

必要な案件もあり、岩手県信連の農業金融センターによる指導・サポー

トも受けております。 

 

（営農経済・信用共済部署連携対応実績）          （単位：件・百万円） 

 震災以降 

～平成 27年 2 月 

平成 27 年 3月 

～8月 

平成 27 年 9月 

～10 月 
累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

アグリマイティー資金 12 34 2 17 0 0 14 51 

東日本大震災対応緊急資金 6 19 0 0 0 0 6 19 

農業経営負担軽減支援資金 5 50 0 0 0 0 5 50 

農業近代化資金 7 55 0 0 0 0 7 55 

営農ローン 

（スーパーＳ含む） 
14 80 1 7 0 0 15 87 

農機ハウスローン 9 13 2 2 0 0 11 15 

担い手強化資金 1 5 0 0 0 0 1 5 

就農支援資金 1 1 0 0 3 8 4 9 

農業一般資金 6 18 1 9 0 0 7 27 

合  計 61 275 6 35 3 8 70 318 

 

（ｅ）仮設店舗・店舗統廃合・ＡＴＭ対応 

当組合では、本店を含む全 16 店舗中 8店舗については、利用者の利便性

等に配慮しつつ、仮設店舗での営業を維持・継続しております。 

また、ＡＴＭについては、9 店舗に各 1 台、店舗外には 3 か所に各１台

を設置・稼働させております。 

今後の店舗及びＡＴＭの再配置・再編については、行政による土地区画

整理事業、防災集団移転促進事業等による新たなまちづくりの内容や被災

者・組合員のニーズ等も考慮しつつ、将来的な経営戦略の中で進めてまい

ります。 

このなかで、第１次再編として平成 27 年 11 月 14 日に、立根支店を猪川

支店へ、吉浜支店を三陸支店へ、広田支店を高田支店へ統合いたしました

が、信用渉外担当者の増員や、移動金融店舗車の新規導入等により、廃止

店舗地域における金融機能を維持しております。 
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なお、第 2 次再編として平成 29 年度中には 6 支店を再編し、現在の 15

支店から 6支店に再編統合する予定としております。 

 

（ｆ）ローンなんでも相談会の開催 

当組合では、被災した組合員・利用者の生活再建を支援するために、各

支店において住宅ローンをはじめとし、リフォームローン、マイカーロー

ン、教育ローン等各種ローンにかかる「ローンなんでも相談会」を毎月開

催しております。平成 27 年 3 月から 10 月末までに 10 回の「ローンなんで

も相談会」を開催し、25 件、4億 10 百万円の貸出を実行しております。ま

た、25 件は継続して相談中であります。 

震災の影響により組合員・利用者の資金ニーズは多岐にわたること、行

政による土地区画整理事業・防災集団移転促進事業の進捗に応じて住宅再

建ニーズが本格化していくものと想定されることから、引き続き「ローン

なんでも相談会」を毎月開催し、新規利用者を含め、被災者のニーズに応

じた相談対応を実施してまいります。 

 

（ローンなんでも相談会開催状況） 

開催日 開催店舗 

平成 27 年 3 月 22 日 広田支店 

平成 27 年 3 月 29 日 三陸支店 

平成 27 年 4 月 26 日 三陸、広田支店 

平成 27 年 5 月 31 日 盛、三陸、高田、広田、竹駒、世田米支店 

平成 27 年 6 月 28 日 猪川、吉浜、末崎、高田、広田支店 

平成 27 年 7 月 26 日 立根、広田支店 

平成 27 年 8 月 23 日 高田、広田、竹駒支店 

平成 27 年 9 月 27 日 日頃市、広田支店 

平成 27 年 10 月 4 日 綾里支店 

平成 27 年 10 月 25 日 大船渡、広田支店 

 

ｂ 農業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

当組合では、農業者に対する信用供与の実施状況を検証するにあたり、定

期的かつ階層別に情報を共有し、進捗管理を行っております。 
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（ａ）支店長会議での進捗管理 

信用事業強化計画の確実な達成に向け、組合長以下全常勤理事、常勤監

事、参事及び本店の各室部長が参画のうえ、月次で開催する支店長会議に

て、信用事業強化計画における各施策及び計数実績等の進捗管理を行うと

ともに、震災の影響を受けている既往債務者、農業者への復興支援施策（制

度資金、支援事業等）、被災者向け融資の進捗状況に対する管理・指導を行

っております。 

具体的には、月次で被災者向け商品を含む各種商品の実績を把握すると

ともに、組合員・利用者に対する訪問活動実績や受け付けたニーズの把握

と目標管理の徹底を図っております。 

  

（ｂ）理事会での進捗管理 

理事会は、四半期毎に信用事業強化計画の取組状況の報告を受け、計画

の進捗状況を管理するとともに、復興状況に応じた当組合の信用供与の対

応状況及び各種施策を検討し、適時・適切に実施事項の改善を図っており

ます。 

具体的には、貯金、貸出金、共済新契約高、購買供給高等の事業量の確

保、事業管理費の抑制等に引き続き取り組んでいるものの、管内復興の遅

れなど厳しい環境が続いていることから、理事会では一層の財務の回復や

財務基盤強化に向けた事業量の伸長など、引き続きスピード感を持って事

業運営に努めていくよう室・部長に指示しております。 

また、農業者等への信用供与、組合員・利用者等への相談機能の発揮等

計画に掲げた取組みに関しては、信用共済部主催の会議等で営農経済部

門・ＴＡＣとの情報共有化を図るなど、体制・連携を強化させております。 

被災債権管理に関しても、平成 27 年 4 月に開催した理事会で決定した個

別処理方針に基づき、債務者の状況把握の徹底と延滞貸出金の圧縮に向け

て、リスク管理室と信用共済部が連携し進捗管理・実践の強化を図ってお

ります。 

また、農業復興については、管内行政の復興計画を踏まえて策定した当

組合の第５次地域農業振興基本計画に基づき、管内行政の復興計画の具体

化に併せ、信用事業強化計画における農業復興の取組みに反映させるよう

実施事項の改善を図っております。 

具体的には、農地の復旧等が遅れている状況下において、営農計画の策

定と機械、施設等の整備がいまだ進んでいない担い手等への対応が課題と

なっていることから、行政との連携をさらに強化し各種交付金・補助金を

活用した新たな農業方式の導入（園芸団地等）を検討し、農業復興に取り
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組んでいくこととしております。 

 

（２）担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者の需要に対

応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

当組合では、岩手県農業信用基金協会及び岩手県信用保証協会の保証制度

を活用し、農業近代化資金などの震災特例融資をはじめとする機関保証付貸

出を積極的に活用しながら、経営の将来性や復興状況を踏まえ、不動産担保

または個人保証に過度に依存しない融資を推進しました。その結果、機関保

証付貸出を平成27年3月から10月末までに254件、13億61百万円実行しており

ます。 
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（機関保証付貸出実績）                        （単位：件・百万円） 

 

震災以降 
～平成 27年 2 月 

平成 27 年 3月 
～8月 

平成 27 年 9月 
～10 月 

累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 84 482 6 25 2 21 92 528 

うち農業近代化資金 7 55 0 0 0 0 7 55 

うち農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 2 5 0 0 0 0 2 5 

うち東日本大震災対応緊急資金 6 19 0 0 0 0 6 19 

うちその他農業資金 35 112 4 19 0 0 39 131 

うち岩手県信用保証協会資金 34 291 2 6 2 21 38 318 

[中小企業東日本大震災復興資金] [ 5] [ 37] [ 0] [ 0] [ 0] [ 0] [ 5] [ 37] 

生活資金 1,182 4,112 192 963 54 352 1,428 5,427 

うち住宅ローン 161 2,722 38 725 17 299 216 3,746 

うちリフォームローン 35 110 9 35 1 5 45 150 

うちマイカーローン 868 1,140 119 165 30 42 1,017 1,347 

うち教育ローン 87 109 16 23 2 1 105 133 

うちその他生活資金(ｸﾛｰﾊﾞ､ﾌﾘｰ) 31 31 10 15 4 5 45 51 

計 1,266 4,594 198 988 56 373 1,520 5,955 
 

（機関保証付以外貸出実績）                     （単位：件・百万円） 

 

震災以降 
～平成 27年 2 月 

平成 27 年 3月 
～8月 

平成 27 年 9月 
～10 月 

累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 71 423 1 9 0 0 72 432 

うちプロパー融資（農業運転） 6 32 1 9 0 0 7 41 

うちプロパー融資（農業設備） 4 17 0 0 0 0 4 17 

うちプロパー融資（事業運転） 27 246 0 0 0 0 27 246 

うちプロパー融資（事業設備） 7 28 0 0 0 0 7 28 

うち貯金・共済証書担保資金 27 100 0 0 0 0 27 100 

生活資金 1,107 6,291 164 1,340 70 674 1,341 8,305 

うちプロパー融資（住宅） 238 4,030 71 1,087 48 634 357 5,751 

うちプロパー融資（リフォーム） 22 170 4 34 0 0 26 204 

うちプロパー融資（マイカー） 33 49 3 4 0 0 36 53 

うちプロパー融資（教育） 5 7 1 1 0 0 6 8 

うちプロパー融資（その他生活） 375 929 42 153 10 24 427 1,106 

うち貯金・共済証書担保資金 434 1,106 43 61 12 16 489 1,183 

計 1,178 6,714 165 1,349 70 674 1,413 8,737 
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（３）被災者への信用供与の状況 

  

 ａ 被災者に対する条件変更等の対応状況 

平成 27 年 3 月から平成 27 年 10 月末までの条件変更の受付は、住宅ローン

で 2件あり、債務者の要望を尊重し対応しております。 

また、平成 27 年 2 月末時点で継続相談中であった 22 件、2億 12 百万円の

案件を対象に、被災者の状況について、防災集団移転促進事業や土地区画整

理事業などの進捗状況を踏まえた住宅再建の意向、事業再開に向けた動向等

も含めて、きめ細かく把握しつつ個別対応を進めました。 

個別対応中の案件（平成 27 年 10 月末現在 20 件、2億 4百万円）は要望に

沿った対応に向けて、継続相談を行っており、今後とも被災者等の経営改善

に向けた自助努力を最大限支援してまいります。 

なお、私的整理ガイドライン活用案件については、平成 27 年 3 月から 10

月末までの受付はなく、東日本大震災事業者再生支援機構案件については、

平成 27 年 3 月から 10 月末までに 2件、1億 18 百万円の相談を受け付け、各々

の計画等に基づいた支援に努めております。 

 

（返済猶予・条件変更対応状況）                     （単位：件・百万円） 

 返済猶予 

受付結果 
条件変更対応実績 

震災以降～ 

平成 23 年 9月 

震災以降～ 

平成 27 年 2月 

平成27年3月～ 

8 月 

平成27年 9月～ 

10 月 
累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 100 918 36 750 0 0 0 0 36 750 

うち農業資金 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

うち運転資金 82 715 18 544 0 0 0 0 18 544 

うち設備資金 15 199 18 206 0 0 0 0 18 206 

生活資金 500 3,158 111 1,682 2 53 0 0 113 1,735 

うち住宅ﾛｰﾝ 156 2,254 71 959 2 53 0 0 73 1,012 

うちﾏｲｶｰﾛｰﾝ 45 46 2 3 0 0 0 0 2 3 

うち教育ﾛｰﾝ 19 25 1 2 0 0 0 0 1 2 

その他 1 191 8 228 0 0 0 0 8 228 

合 計 601 4,267 155 2,660 2 53 0 0 157 2,713 
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（個別対応中の案件の推移）                              （単位：件・百万円） 

 個別対応中の案件 

平成 25 年 2月末 平成 26 年 2月末 平成 27 年 2月末 平成 27 年 10 月末 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 10 183 6 60 4 37 4 37 

うち農業資金 0 0 0 0 0 0 0 0 

 うち運転資金 9 170 5 47 4 37 4 37 

 うち設備資金 1 13 1 13 0 0 0 0 

生活資金 34 399 27 304 18 175 16 167 

 うち住宅ローン 13 246 10 168 6 66 5 59 

 うちマイカーローン 0 0 0 0 0 0 0 0 

 うち教育ローン 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 44 582 33 364 22 212 20 204 

 

 

ｂ 被災者に対する新規融資の実績 

組合員・利用者の事業基盤や生活基盤を維持するため、当組合は、組合員・

利用者の状況・ニーズに応じた融資を実施しており、平成 27 年 3 月から 10

月末までの間、489 件、33 億 84 百万円の新規融資を実行しました。 

農業者をはじめとする事業者については、事業再開、施設・設備復旧や再

取得、当面の資金繰り対応等のニーズに対応しており、平成 27 年 3 月から

10 月末までに 9 件、55 百万円（うち農業者 5 件、28 百万円）の新規融資を

実行しております。 

住宅ローン等生活資金については、復興に向けた動きが本格化しつつある

こと、生活必需品等の小口ローンの利用ニーズが継続的に認められることか

ら、平成 27 年 3 月から 10 月末までに 359 件、30 億 55 百万円（うち住宅資

金 174 件、27 億 45 百万円、うちマイカー関連資金 152 件、2 億 11 百万円）

の新規融資を実行しております。 

このうち、住宅資金に関しては、行政による土地区画整理事業・防災集団

移転促進事業等が進められており、この進捗に応じて住宅再建ニーズが本格

化していくものと想定されることから、被災者・組合員等の住宅再建に向け

て積極的に対応してまいります。 

 

 

 



  

14 

 

（新規融資の実績）                         （単位：件・百万円） 

 震災以降 

～平成 27年 2 月 

平成 27 年 3月 

～8月 

平成 27 年 9月 

～10 月 
累計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業資金 155 905 7 34 2 21 164 960 

うち農業資金 36 112 4 19 0 0 40 131 

うち農林漁業ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ資金 2 5 0 0 0 0 2 5 

うち東日本大震災対応緊急資金 6 19 0 0 0 0 6 19 

うち農業近代化資金 7 55 0 0 0 0 7 55 

うちＪＡ農業関連資金 15 78 1 9 0 0 16 87 

うち運転資金 58 328 1 3 1 15 60 346 

うち設備資金 31 308 1 3 1 6 33 317 

生活資金 1,450 8,337 261 2,074 98 981 1,809 11,392 

うち住宅ローン 57 957 5 103 30 465 92 1,525 

うちリフォームローン 11 65 0 0 1 5 12 70 

うちマイカーローン 238 304 72 100 30 42 340 446 

うち教育ローン 17 23 5 6 2 1 24 30 

うち復興応援ローン（住宅） 341 5,787 104 1,709 35 468 480 7,964 

うち復興応援ローン（ﾘﾌｫｰﾑ） 47 222 13 69 0 0 60 291 

うち復興応援ローン（ﾏｲｶｰ） 664 885 50 69 0 0 714 954 

うち復興応援ローン（教育） 75 94 12 18 0 0 87 112 

その他資金 839 2,066 95 229 26 45 960 2,340 

合  計 2,444 11,308 363 2,337 126 1,047 2,933 14,692 

 

 

（４）東日本大震災の被災者への支援をはじめとする被災地域における復興 

   に資する方策 

  

ａ 地域の復興計画にかかる取組み 

震災からの農業の復旧・復興に向けて、岩手県および各市町を含めた関係

機関による円滑な連携と情報共有を目的として設立された「災害復興営農対

策会議」（岩手県、大船渡市、陸前高田市、住田町、東南部農業共済組合、当

組合が委員）が平成 23 年 3 月から平成 27 年 10 月までに 47 回開催されまし

た。今後も積極的に参画してまいります。 

また、「災害復興営農対策会議」のもとで設置された「復旧農地営農再開支
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援チーム」にも参画し、被災した農地の復旧・整備後の農地活用の促進に向

けて、生産者へのアンケート調査や巡回、営農再開についての相談対応等を

行っております。 

地域の農業復興及び担い手農家の確保・育成を継続していくためにも、被

災農地の早期復旧が急務であることから、堆積土砂撤去・客土・整地・除塩

等の早期復旧工事にかかる提言を継続して行っております。 

  

ｂ 被災地域の復興支援にかかる取組み 

被災地域においては、農業の復興が地域の復興に直結することを踏まえ、

当組合では、震災により被害を受けた農業者が営農再開に向けて瓦礫撤去や

水利施設の整備等を共同で行う際に助成措置が受けられる被災農家経営再開

支援事業の活用を進めてまいりました。 

平成 27 年度においても、陸前高田市復興組合が同支援事業を活用しており、

当組合は県から推進業務の委託を受け、被災農家が行う復興活動の指導及び

業務作業日誌等の取りまとめを行っております。 

また、担い手経営体の育成や農地の集積、新規就農等の促進に向け、岩手

県および各市町と連携し、当組合管内の各地区単位での「経営再開マスター

プラン」の作成支援を行いました（平成 27 年 4 月までに、管内全地区（大船

渡市 8地区、陸前高田市 10 地区、住田町 23 地区）において作成済）。 

なお、大船渡市や陸前高田市の復興計画のうち次に掲げる事業については、

当組合が事業主体として指定されていることから、当組合が責任を持って実

施し、地域復興を支援しております。 

 

（ａ）被災した農業関連の共同利用施設等の復旧支援 

被災した農業関連の共同利用施設の復旧や共同利用農業機械の導入支援

を行うため、東日本大震災農業生産対策交付金整備事業（国 1/2、県 1/6、

市 1/6 の負担により、事業費の 5/6 を助成）の活用を継続推進しており、

平成 27 年 3 月から 10 月末までの間に、大船渡市及び陸前高田市において

計 4件を受付し、申請・認可されました。 

また、当組合においても、大船渡市日頃市地区において、震災により流

失した水稲育苗サブハウスの再建に取り組んでおります。当該施設は平成

27 年 12 月末に完成予定であり、平成 28 年度の種苗から活用してまいりま

す。 

 

（ｂ）高収益施設園芸の生産施設整備支援 

陸前高田市による被災地域農業復興総合支援事業（東日本大震災復興交



  

16 

 

付金）を活用した大規模園芸施設等（イチゴ・トマト等）の整備について

は、平成 26 年 12 月に総面積 1.6ha のハウスが完成し、平成 27 年 1 月に株

式会社ＪＡおおふなとアグリサービスと施設の管理に関する委託契約を締

結しました。平成 27 年 2 月から養液隔離栽培システムを導入し、ミニトマ

ト 1.2ha を定植し 4月中旬から出荷が開始されました。 

また、残りの 0.4ha には平成 27 年 9 月にイチゴを定植し、12 月から出

荷を開始する予定となっております。 

 

（ｃ）新規就農予定者の研修費用の一部助成 

大船渡地区においては、「園芸産地拡大サポート事業」を活用し、3名の

研修生が大船渡市の振興作物である菌床椎茸の栽培技術の習得に努め、平

成27年3月に株式会社ＪＡおおふなとアグリサービスに入社しております。  

今後も新規就農予定者に対しては、当組合が研修先の斡旋や助成事業の

手続を行うとともに、担い手農家として自立するように当組合営農経済部

が主体となって支援・指導してまいります。 

 

ｃ 金融面の対策 

 

（ａ）既往債務の対策 

被災債権に対しては、債務者ごとの面談を通じ、個別債務者の状況を適

切に把握し経営改善に資することを基本に取り組んでおり、大口先には経

営改善計画の作成・見直しを支援するなどの対応を促進しております。 

進捗管理は、全体及び地区別で開催（年 2 回）される「債権管理検討会

議」にて行うほか、半期開催の「債権管理会議」では資産査定の影響額算

定対象者を中心とした進捗管理を行っております。なお、地区別の債権管

理検討会議（統括支店単位で開催）には非常勤理事も参画のうえ、詳細ま

で踏み込んだ効果的な協議を行い、被災債権の管理・回収の強化を図って

おります。 

事業の復旧等に際し、二重債務問題への対応が必要な事業者に対しては、

岩手産業復興機構及び東日本大震災事業者再生支援機構を活用して被災事

業者の事業再生支援を行っていく必要があることから、震災窓口担当者へ

事業内容等の周知を行うとともに、本店信用共済部相談課、リスク管理室

との連携を図り、相談窓口での一元的対応が確保されるよう体制を整備し

ております。 

また、既往債務の整理が必要と判断される生活資金利用者に対しては、

私的整理ガイドラインの活用の検討や税理士や弁護士等外部専門家と連携
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した債務整理等、利用者の状況に応じた対策を実施しております。 

これに加えて、大口の事業資金 12 先に対しては、震災による返済状況の

変化を見極めながら、月次での資金繰り管理や四半期毎の収支状況のチェ

ック、定期的な財務分析、進捗状況のフォローアップ等を行ったうえで、

経営改善計画の見直し支援を実施し、既往債務の条件変更等の対応を行っ

ております。 

     

（ｂ）新規資金需要への対応 

当組合では、震災直後から被災地域及び被災者の復興支援を目的に被災者

が新たに借り入れる農業資金や生活資金の借入れ負担の軽減を図るべく、岩

手県、管内２市１町、岩手県農業信用基金協会、岩手県信用保証協会、日本

政策金融公庫、住宅金融支援機構、岩手県農業協同組合中央会や岩手県信連

等の連合会、農林中央金庫等の関係機関と連携し、低利・無利子資金等の提

供を行っております。 

    

  ア 農業者等事業者向けの主な商品 

 

  （ア）東日本大震災対応緊急資金 

原発事故による放射能は、岩手県内の酪農家や肥育牛農家等に直接影

響を与えたことに加え、風評被害や価格低迷等の間接的な影響も出てお

ります。このため、影響を受けている農家の資金繰り対策等が喫緊の課

題となったことから、平成 23 年 7 月から岩手県、ＪＡ岩手グループ、農

林中央金庫による利子補給措置により、最長 10 年間無利子とする東日本

大震災対応緊急資金の取扱いを開始いたしました。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの取扱実績はありませんでしたが、震

災以降の累計取扱実績は 6件、19 百万円となっております。 

   

（イ）農業近代化資金 

津波被害により耕作地が浸水あるいは農機や施設等が流失するなどの

影響を受けている農業者がいることから、復旧・復興に向けた資金需要

を想定し、平成 23 年 5 月から最長 18 年間無利子かつ実質担保・保証人

なしでの融資対応が可能となりました。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの取扱実績はありませんでしたが、震

災以降の累計取扱実績は 7件、55 百万円となっております。 
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  （ウ）農業経営負担軽減支援資金 

震災の影響を受けた農家の営農資金を返済するための借換え資金であ

り、震災の影響を受けている農家経営の安定と体質強化を図るため、平

成 23 年 4 月から震災特例として最長 18 年間（うち据置期間 6 年以内）

の無利子化措置が図られました。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの取扱実績はありませんでしたが、震

災以降の累計取扱実績は 5件、50 百万円となっております。 

 

  （エ）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

意欲と能力がありながら不慮の災害等による環境の変化により経営維

持が困難な農林漁業者に対する資金であり、震災を踏まえ平成 23 年 5

月から最長 13 年間、無利子化措置が図られました。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの取扱実績はありませんでしたが、震

災以降の累計取扱実績は 2件、5百万円となっております。 

 

  （オ）大船渡市中小企業資金融資あっせん制度 

大船渡市では、市内の中小企業の振興育成を図ることを目的に、最長

10 年間（1 年以内の据置を含む）1.5%の利子補給と岩手県信用保証協会

の保証料が全額補助される融資あっせん制度を設けております。 

当制度は震災の復興支援にかかる各種事業資金にも対応しているため、

当組合では地域金融機関として地場企業の震災復興に向けたニーズを踏

まえ最適な資金提供を実施した結果、平成 27 年 3 月から 10 月末までの

取扱実績は 4 件、27 百万円、震災以降の累計取扱実績は 33 件、2 億 81

百万円となっております。 

 

（カ）岩手県制度融資 中小企業東日本大震災復興資金 

震災により著しい被害を受けた県内の中小業者に対し経営の安定に

必要な資金を円滑に供給するため、平成 23 年 5 月から最長 15 年間低利

による融資対応が可能となりました。 

なお、当組合は平成 24 年 9 月 3 日から取扱いが認可され、平成 27 年

3 月から 10 月末までの取扱実績はありませんでしたが、震災以降の累計

取扱実績は 5件、37 百万円となっております。 
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  イ 一般利用者向けの主な商品 

 

  （ア）復興応援ローン 

平成 24 年 4 月から、被災地域の復興や被災者等支援を目的に、被災者

等が被災地域の組合から借入れする住宅ローン、リフォームローン、マ

イカーローン、教育ローンの生活資金に対して、農林中央金庫が借入期

間当初５年間、最大 0.5％の利子補給を開始いたしました。当組合では、

当該商品の総称を復興応援ローンとして、取扱いを開始しております。 

平成 27 年 3 月から 10 月末までの取扱実績は 214 件、23 億 33 百万円

（うち住宅ローン139件、21億 77百万円、うちリフォームローン13件、

69 百万円、うちマイカーローン 50 件、69 百万円、うち教育ローン 12

件、18 百万円）、平成 24 年 4 月からの累計取扱実績は 1,341 件、93 億

21 百万円（うち住宅ローン 480 件、79 億 64 百万円、うちリフォームロ

ーン 60 件、2億 91 百万円、うちマイカーローン 714 件、9億 54 百万円、

うち教育ローン 87 件、1億 12 百万円）となっております。 
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＜直接被災者への主な支援事例＞ 

 

【事例１】津波により被災した農業生産法人への運転資金融資による支援 

震災以前から利用していた農地が津波により被災し、ほかの地域で農地を確

保し、営農再開した農業生産法人に対し、施設取得のための資金を融資してお

りましたが、同法人は、移転先での環境変化による収量の減少や、中山間地域

外への移転に伴う奨励金の減額等により、収入金額が減少し、資金繰りが苦し

くなっていたことから、運転資金を手形貸付けで融資し支援を行っております。 

また、今後「農業経営改善促進資金」の利用についても協議中であります。 

  

＜対応した資金の内容＞ 

  ①金額 1,000 千円 

  ②期間 1 年（手形貸付け） 

  ③金利 1.725％ 

 

 

 

【事例２】津波により被災した農事組合法人への運転資金融資による支援 

津波により被災した水田の復旧が進み、平成 26 年度から作付けを行っており

ましたが、復旧農地の客土の肥料不足の影響で収量が少なかったことに加え、

昨年度融資した「米価下落緊急支援資金」の返済負担があったことから、運転

資金を手形貸付けで融資し支援を行っております。 

なお、行政からの利子補給による支援をいただくことにしており、ＪＡでの

自助努力分を含め無利子での対応となっております。現在「農業経営改善促進

資金」の利用についても協議中であります。 

 

 ＜対応した資金の内容＞ 

  ①金額 15,000 千円 

  ②期間 5 ケ月（手形貸付け） 

  ③金利 0％ 
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ｄ 人材育成と活用 

当組合では、被災した農業者の農業再開に向けた資金ニーズ、復旧・復興

にあわせた営農品目の拡大や集約化のニーズ、住宅再建等にあわせた土地・

建物取引や生活設計にかかる相談に対応するため、外部研修会への派遣によ

り復興に資する資格取得を奨励してきた結果、平成 27 年 10 月末現在で農業

経営アドバイザー6 名、ＦＰ11 名、宅地建物取引主任者 5 名等の資格取得者

が在籍しております。 

これらの資格取得者は、震災以降、被災した農業者の経営相談や、被災者

からの相続、共済、年金受給等の相談に対して、専門的なアドバイス等を実

施しており、資格取得による効果を発揮しているところであります。 

また、平成 23 年度にＪＡバンク農業金融プランナー資格制度が創設された

ことを受け、今後見込まれる農業再開に向けた資金相談に適切な対応が出来

るよう、本支店に配置されている担い手金融リーダーが農業融資実務に関す

る研修・通信教育を受講し、平成 27 年 10 月末までに 11 名が資格を取得して

おります。 

これに加えて、ＪＡバンク岩手の信用事業資格認証制度に基づく認証資格

者は、平成 27 年 10 月末現在 25 名（窓口担当者 5名、渉外担当者 9名、融資

担当者 6名、管理者 4名、ＦＰ1名）となっております。 

このほか、岩手県信連主催の集合研修や農林中金アカデミー主催の各種通

信教育、信用業務検定の受講・受験に積極的に対応するべく、全信用担当職

員を対象に各種研修受講を奨めてきた結果、平成 27 年 3 月から 10 月末現在

で延べ 160 名が受講しております。 

 

（資格取得状況） 

資格名 取得者数 

農業経営アドバイザー 6 名 

ＦＰ 11 名 

年金アドバイザー 41 名 

宅地建物取引主任者 5 名 

農業金融プランナー 11 名 

 

 

ｅ 被災地における年金相談会の開催 

当組合では、被災者の多くが高齢者や年金その他各種公的補償制度の受給

資格者であることを踏まえ、平成 27 年 3 月から 10 月末までに当組合年金ア

ドバイザー、岩手県信連年金センター、社会保険労務士が連携し、13 店舗で
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無料年金相談会を開催いたしました。相談会に参加された 116 名（118 件）

に対し、年金をはじめとする各種公的補償制度の仕組みの説明や受給手続き

等に関する相談に対応いたしました。 

 

（５） その他当組合が主として事業を行っている地域における経済の活性化に

資する方策 

次に掲げる地域経済の活性化に資する方策の実践に努めつつ、被災者から

のニーズを的確に把握し、信用供与の円滑化を図っております。 

 

ａ 創業又は新事業の開拓に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

 

（ａ）新規就農に対する支援 

当組合では、震災による被害を乗り越え、地域農業の活性化を図ってい

くうえで、新規就農の誘致と新規就農者の就農定着を支援していくことが

必要との認識から、行政や関係部署と連携のうえ、新規就農に対する各種

支援を行っております。 

具体的には、就農者のステージに応じて、次のとおり支援を行っており

ます。 

 

ア 就農検討段階での支援内容 

平成 27 年 8 月に大船渡地方農業振興協議会との共催により、3年目と

なる圃場見学を取り入れた気仙地域の野菜・花き新規栽培希望者募集「現

地圃場見学会」を開催しております。 

就農を予定している参加者 13 名に対しては、就農に必要な準備、支援

のための各種公的制度、当組合のサポート内容等の説明を行っておりま

す。また、新規栽培者の増加に向けて、平成 27 年 11 月にも管内 6 か所

において「野菜・花き生産者募集相談会 2015」を開催しております。 

 

イ 就農準備段階での支援内容 

新規就農予定者に対しては、自立可能な農業技術を短期間で身につけ

てもらうため、行政と連携し、就農研修先の紹介や斡旋を実施しており、

平成 27 年度においては、大船渡市の 2名が作付品目に応じた栽培技術の

習得並びに農家研修を行っております。 
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ウ 就農段階での支援内容 

新規就農者に対しては、栽培先進農家において栽培技術や農業経営の

習得のための実習先の紹介や斡旋を行っております。 

全農のＴＡＣ支援事業や園芸産地確立事業を活用し、平成 27 年度は大

船渡地区における 2 名の新規就農者に対し、種苗費・生産資材費等の初

期投資に対する助成対応を行ったほか、岩手県、行政、当組合営農経済

部においては栽培技術・経営指導を行っております。 

 

（ｂ）６次産業化に対する支援 

農産物等の価値を高め、新たな価値を生み出すことを目指していくうえ

で、農業者による事業の多角化、高度化、新たな事業の創出等を行ってい

く６次産業化の取組みは、被災地域の復興促進の観点から、有意なものと

考えております。 

平成 27 年度においても、県域サポートセンターとの連携により、「農産

物加工特産品づくり実践セミナー」（計 6 回）を新たに開催しております。

同セミナーでは、既存商品について専門家の協力も仰ぎ、販路開拓に取り

組むとともに、消費者の需要を取り入れた商品ブラッシュアップおよび新

商品開発支援を行っております。 

 

（ｃ）全農岩手県本部との連携による支援 

全農岩手県本部においては、震災により著しい被害を受けた農家に対し、

営農再開に向けた各種支援事業を行っております。 

具体的には、園芸産地確立事業での施設・設備整備への費用助成、担い

手対策事業での新たな園芸品目や作型導入（栽培技術等）のための初期投

資への費用助成、椎茸農家への原木購入の費用助成、畜産農家への風評被

害対策等による経営維持に向けた費用支援等を行っております。         

当組合としては各種支援事業の活用により営農再開農家の負担軽減を図

るため、平成 27 年度においても、全農岩手県本部と連携しＴＡＣ支援事業、

園芸産地確立事業及び岩手県本部災害対策実施要領に基づき、営農再開農

家等への支援対策を行っております。 

 

（ｄ）民間企業との連携による支援 

民間企業が行う農業復興支援事業と連携のうえ、新ブランド米（たかた

のゆめ）の地域確立、地域特産果樹（気仙小枝柿）の安定生産と加工販売、

菌床椎茸の生産振興と加工品開発等に取組むため、当組合においても農業

機械等を取得するなどし、６次産業化並びに地域ブランドの育成に平成 27
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年度も継続して取り組んでおります。 

具体的には、キリンビール株式会社が行う「復興応援キリン絆プロジェ

クト第Ⅱステージ」を活用し、以下の取組みを行っております。 

 新ブランド米（たかたのゆめ）地域確立事業において、農機具の支援に

より種子確保が順調に進み、平成 27 年度は 52ha（平成 26 年度 50ha）

と、目標面積の 5割まで作付され、６次産業化への取組みとして菌床椎

茸の生産振興と加工開発事業の共同開発による炊き込みご飯の原料供

給も実施しました。 

 地域特産果樹（気仙小枝柿）の安定生産と加工販売事業においては、剪

定・防除・出荷指導会の開催による安定生産と 12 月の販売に向け「気

仙小枝柿」の新商品名での販売及び新たな包装資材による贈答用商品の

製造に取り組んでいます。 

 菌床椎茸の生産振興と加工開発事業においては、27 年度においても安定

販売に向け、菌床椎茸粉末の製造及び粉末を使用した炊き込みご飯の素

並びに椎茸ディップソースの開発に取り組んでいます。 

 

（ｅ）農林中央金庫との連携による支援 

農林中央金庫が行う営農再開支援事業を活用し、東日本大震災により被

災した生産者の営農再開に必要な土壌改良資材、肥料等の助成支援を実施

しており、被災農地への地力増進剤(ほんもの志向)の投入による地力アッ

プに取り組んでいます。 

   

ｂ 経営に関する相談その他の利用者に対する支援にかかる機能の強化のた

めの方策 

原発事故による風評被害等の影響で価格が下落した畜産、椎茸を中心に、

東京電力に対して、ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策岩

手県協議会を通じ、平成 23 年 10 月から平成 27 年 10 月末までに 49 回、総額

8億 36 百万円の損害賠償請求を行っております。 

また、被災された農業者の経営再開に向けて、全農岩手県本部営農対策部、

岩手県信連農業金融センター及び当組合の担当部署職員で構成するＴＡＣミ

ーティングを定期的に開催し、関係機関が一体となって営農再開を目指して

いる農業者の情報共有を図り、経営指導、農業資金融資等の支援対応を行っ

ております。 

平成 27 年度は、品目毎の栽培農家（被災農家含む）のうち認定農業者、担

い手農家を中心とした農業者に対し定期的に出向き、営農に役立つ各種情報

の提供や農家からの営農、農業資金融資等の相談対応を行っております。ま
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た、経営・財務・税務面等の専門的な相談には、全農岩手県本部営農対策部

と岩手県信連農業金融センターのサポートを受けて対応しております。 

出荷農産物に対する放射能検査においては、平成 24 年 3 月に放射能測定器

1 台を導入し、系統出荷される野菜等の自主検査を行い、安全確認を実施し

てから出荷しております。また、家庭菜園等で栽培された野菜の検査依頼も

増加しており、平成 27 年 10 月末までに 148 点の自主検査を行い、農業者へ

の情報提供を行ってまいりました。 

 

ｃ 早期の事業再生に資する方策 

これまで農業者に対しては、営農経済部が中心となり、農業者の営農技術

や記帳等経営管理の向上に向けたサポートを行い、農業経営にかかる諸課題

を洗い出し、早期の経営再建に向けた取組みを指導してまいりました。 

具体的な支援を行うにあたっては、経営改善計画の策定等を行ったうえで、

既往債務対策や新規融資の提供を行っていくことが必要になることから、農

業者に対しては、引き続き営農経済部と担い手金融リーダーを中心とする信

用共済部とが連携強化したうえで経営改善計画の達成に向けた取組みをサポ

ートしてまいります。 

また、大口の事業資金対応先に対しては、引き続き本店信用共済部が中心

となり、震災による影響度に応じて、経営改善計画の策定要否を見極めたう

えで経営改善計画の作成や見直しを行うとともに、月次での資金繰り管理や

四半期ごとの収支状況のチェック、定期的な財務分析等を通じた進捗管理に

より、経営再建に向けた取組みを支援しております。 

  

ｄ 事業の承継に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

地域における農業、農地や農業者の生活基盤を維持していくうえでは、担

い手対策、相続対応を含む事業の円滑な承継が必要と認識しております。そ

のため、岩手県信連の農業金融センターのサポートを得ながら、営農経済部

署と信用共済部署が連携して担い手農家訪問を行っているほか、岩手県農業

協同組合中央会及び岩手県信連が主催する営農相談・農業融資・税務・法務・

相続等の事業承継にかかる集合研修会に、当組合の職員を参加させ、人材育

成に努めております。 

当組合では、引き続き、担い手農家等からの復旧農地の活用や作業受託等

の相談に対して適切な対応・助言を行うことができるよう、相談業務の機能

強化に向けた人材育成を図り、定期的に担い手農家を訪問のうえ情報提供や

相談対応を継続してまいります。 

また、当組合内では解決できない相談・課題等に適切に対応するため、引
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き続き、社労士、税理士等外部専門家と連携した相続・税務相談対応を行っ

てまいります。 

 

 ｅ 地域や利用者に対する積極的な情報発信 

当組合は、経営状況等についてディスクロージャー誌等により適切に開示

するとともに、各事業の取組み、営農支援対策、理事会報告事項など各種情

報の提供についても、ホームページや月刊の組合員広報誌等を通じて継続的

に情報発信しております。 

今後も、組合員・利用者からの信頼を高めるため、農業をはじめとする地

域経済復興への支援策等も含めて、これらの取組みを継続してまいります。 

 

３ 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 

（１）経営管理体制 

当組合は農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構

成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選任された理事に

より構成される「理事会」が業務執行を行っております。また、総代会で選

任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っております。 

信用事業については担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第 30 条に

規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っておりま

す。 

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制 

当組合では、内部監査部署を被監査部署から独立して設置し、経営全般に

わたる管理及び各部署の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性

の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の

維持・改善に努めております。 

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度

の内部監査計画に基づき実施しております。監査結果は代表理事組合長、代

表理事専務、常務理事及び監事に報告したのち被監査部署に通知され、定期

的に被監査部署の改善にかかる取組状況をフォローアップしております。ま

た、監査結果の概要を半期毎に理事会に報告することとしておりますが、特

に重要な事項については、ただちに理事会、代表理事組合長、代表理事専務、

常務理事及び監事に報告し、すみやかに適切な措置を講じております。 

 

 



  

27 

 

（３）地域特性・事業基盤にあった収支構造に向けた取組み 

当組合では、四半期毎に場所別・部門別の経営分析を実施し、収支構造や

課題等を把握し、事業利益等を重視した経営管理を実施してまいりました。

引き続き、場所別・部門別損益管理を徹底のうえ、組合員・利用者に対する

相談機能を維持しつつ、支店再編等の経営合理化を進めることとしており、  

平成 27年 11月 14日に第１次再編を実施し、12支店としております。また、

第 2次再編については、平成 29 年度中に 6支店を統合する予定です。 

 

（４）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管 

理を含む各種のリスクの管理状況ならびにこれらに対する今後の方針 

 

 ａ リスク管理体制 

組合員・利用者に安心して当組合をご利用いただくためには、より健全性

の高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要と認識しております。

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対

応すべく、「リスク管理規程」や「リスク管理マニュアル」などの規程類を定

め、リスク管理体制を整備するとともに、認識すべきリスクの種類や管理の

仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しております。 

また、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じ

てリスク管理体制の充実・強化に努めているほか、内在するリスク量に対す

る自己資本の充実度の検証を行う総体的リスク量管理の手法を導入しており

ます。 

 

 ｂ 信用リスク管理 

震災の影響が中長期に及ぶことが懸念されることから、当組合は、信用リ

スク軽減に向け、次の取組みを行っております。 

    

 （ａ）不良債権抑制に向けた取組み 

当組合は、信用共済部や営農経済部などの関係部署が連携して、組合員・

利用者への訪問・面談等を徹底し、既往取引先の状況把握を継続的に行い、

早期の情報収集に取り組んでおります。また、リスク管理室が当組合全体

の信用リスク状況等を適切に把握・分析するとともに、本支店融資担当者

が中心となって、取引先の状況等に適した再建支援等を行い、不良債権の

抑制等に取り組んでおります。 

なお、不良債権の処理にあたっては、平成 27 年 4 月に開催した理事会に

おいて決定された個別処理方針に基づいた対応を行うとともに、債権管理
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検討会議等において、定期的に進捗管理を行ってまいります。 

 

（ｂ）新規融資時のリスク軽減に向けた取組み 

震災による被害状況を踏まえ、不動産担保や個人保証に過度に依存せず

被災者の資金ニーズに積極的に対応していく必要がある一方で、新規融資

時のリスクを軽減するため、岩手県農業信用基金協会や岩手県保証協会と

連携しながら、対応しております。 

また、新規融資時においては、組合員・利用者の現状やニーズを的確に

把握したうえで、返済計画の策定サポートを行うとともに、月次訪問等に

より、資金対応後の状況把握や計画の進捗状況をフォローしております。 

   

（ｃ）信用リスクの適切な管理 

今後の返済が懸念される債権（被災債権含む）については、信用共済部

において、月次で債権の状況を確認し、債務者の収入状況や将来設計等を

確認するほか、リスク管理室が月次で被災者の信用供与の状況や信用リス

クに関して取りまとめ、関係部署と情報共有を図りながら、債権管理の徹

底に努めております。 

今後も、厳格な貸出二次審査機能の発揮、四半期毎の資産自己査定、適

切な二次資産自己査定の実施により、信用リスクの低減を図ってまいりま

す。 

 

 ｃ 市場リスク管理 

当組合では、「ＪＡバンク基本方針」に基づき、安全・効率運用の確保を図

るため、余裕金の３分の２以上を岩手県信連に預け入れております。この預

け金以外の資金運用にあたっては、金利リスク、価格変動リスクなどの市場

リスクを四半期毎に把握するとともに、財務の健全性維持と収益力強化との

バランスを重視したＡＬＭ（資産・負債総合管理）を基本に、資産・負債の

金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財

務構造の構築に努めております。 

 

 ｄ 流動性リスク管理 

当組合では、前述のとおり、余裕金の３分の２以上を岩手県信連に預け入

れており、全体として高い流動性を確保しております。そのうえで、運用調

達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めておりま

す。また、預け金以外の資金運用にかかる市場流動性リスクについては、投

資判断を行ううえでの重要な要素と位置づけ、運用方針などの策定の際に検
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討を行っております。 

   

 ｅ オペレーショナル・リスク管理 

当組合では、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや

市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、シス

テム、法務などについて、事務手続にかかる各種規程を定め、その有効性に

ついて内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発生し

た場合はすみやかに状況を把握して報告する体制を整備して、リスク発生後

の対応及び改善が迅速・正確に反映できるよう努めております。 

このうち、事務リスクについては、業務の多様化や事務量の増加に対応し

て、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検

査・自店検査を実施し事務リスクの軽減に努めております。また、事故・事

務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監

査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しております。 

システムリスクについては、コンピュータシステムの安定稼動のため、安

全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、

システムリスク管理についてのマニュアルを策定しております。 

   

以  上 

 


